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(57)【要約】
【課題】小型化および軽量化を図ることができ、流体圧
の有効利用を通して効率を高め得る回転駆動装置を提供
する。
【解決手段】回転駆動装置２００は、同軸上で相対的に
回転自在に連結した第１と第２のシリンダチューブ２１
０、２２０と、その内部に直動および回転自在に収容さ
れるシャフト部材２７０と、を有している。シャフト部
材のカム溝２７１には、第１と第２のシリンダチューブ
のそれぞれに設けた第１と第２のピン部材２８０、２９
０が摺動自在に係合する。シャフト部材は、流体圧によ
って作動する中実円筒形状を備えるピストン２４０に押
されて往動し、流体圧によって作動する中実円筒形状を
備える復動用ピストン３２０に押されて復動する。シャ
フト部材が直動および回転することによって、カム溝に
係合する第１と第２のピン部材を介して、出力軸として
の第１と第２のシリンダチューブが同軸（軸２３６）上
で相対的に回転する。
【選択図】図５Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空形状を備え出力軸としての第１と第２のシリンダチューブと、
　前記第１のシリンダチューブおよび前記第２のシリンダチューブを同軸上で相対的に回
転自在に連結する連結部材と、
　前記第１のシリンダチューブ内に収容され前記第１のシリンダチューブの内周面に対し
て摺動する中実円筒形状を備えるピストンと、
　前記第１のシリンダチューブと前記ピストンとの間に区画形成され、前記ピストンを前
記第１のシリンダチューブから前記第２のシリンダチューブに向かう方向に往動させるた
めの流体圧を供給する圧力室と、
　前記ピストンの摺動面に設けられ前記流体圧の漏れをシールするシール部材と、
　前記第１と第２のシリンダチューブの軸線方向に移動自在に、かつ、前記第１と第２の
シリンダチューブと同軸上で回転自在に、前記第１と第２のシリンダチューブ内に収容さ
れるシャフト部材と、
　前記シャフト部材の外周面に形成されたカム溝と、
　前記第１のシリンダチューブに設けられ前記カム溝に摺動自在に係合する第１のピン部
材と、
　前記第２のシリンダチューブに設けられ前記カム溝に摺動自在に係合する第２のピン部
材と、
　前記ピストンおよび前記シャフト部材を前記第２のシリンダチューブから前記第１のシ
リンダチューブに向かう方向に復動させる復動手段と、を有し、
　前記シャフト部材が前記ピストンによって往動し、前記復動手段によって復動すること
によって、前記カム溝に係合する第１と第２のピン部材を介して、前記第１と第２のシリ
ンダチューブを同軸上で相対的に回転させてなる回転駆動装置。
【請求項２】
　前記カム溝のうち、前記第１のピン部材が係合する第１の領域における前記カム溝の傾
斜方向と、前記第２のピン部材が係合する第２の領域における前記カム溝の傾斜方向とが
、前記シャフト部材の軸線方向に対して反対である請求項１に記載の回転駆動装置。
【請求項３】
　前記復動手段は、
　前記第２のシリンダチューブ内に収容され前記第２のシリンダチューブの内周面に対し
て摺動する円筒形状を備える復動用ピストンと、
　前記第２のシリンダチューブと前記復動用ピストンとの間に区画形成され、前記復動用
ピストンを復動させるための流体圧を供給する復動用圧力室と、を含んでいる請求項１ま
たは請求項２に記載の回転駆動装置。
【請求項４】
　前記復動手段は、
　前記第２のシリンダチューブ内に収容され、前記ピストンおよび前記シャフト部材に対
して、復動させる方向の弾発力を付勢するバネ部材を含んでいる請求項１または請求項２
に記載の回転駆動装置。
【請求項５】
　前記カム溝を、前記シャフト部材の外周面に形成するのに代えて、前記第１と第２のシ
リンダチューブの内周面に形成し、
　前記第１のピン部材を、前記第１のシリンダチューブに設けるのに代えて、前記シャフ
ト部材に設け、
　前記第２のピン部材を、前記第２のシリンダチューブに設けるのに代えて、前記シャフ
ト部材に設けてなる請求項１～請求項４のいずれか１つに記載の回転駆動装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の回転駆動装置における前記第１のシリンダチュー
ブに連結される第１のアームと、前記第２のシリンダチューブに連結される第２のアーム



(3) JP 2010-53972 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

とを有し、前記回転駆動装置を介して対をなすアームを連結することによって構成される
多関節アーム装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転駆動装置、および多関節アーム装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多関節アーム装置においてアーム同士を相対的に回転駆動するために、回転駆動装置を
用いている。従来、流体圧によって駆動されるピストンの直動運動をラックアンドピニオ
ン機構によって回転運動に変換して出力する回転駆動装置、出力軸に取り付けたベーンに
流体圧をかけて駆動する回転駆動装置が知られている。また、流体圧によって駆動される
ピストンの直動運動をネジの原理によって回転運動に変換して出力する回転駆動装置も知
られている（特許文献１を参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された回転駆動装置にあっては、ドーナツ状の圧力室に、中空円筒形
状を有するピストンを収容している。圧力室に供給された流体圧に漏れをシールするため
に、ピストンの円筒外周面および円筒内周面の両方に、Ｏリングなどのシール部材を取り
付けている。
【特許文献１】特開２００２－８１４１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　流体圧によって駆動されるピストンを備える回転駆動装置において、回転駆動装置の出
力トルクは、シリンダ推力に依存する。シリンダ推力は、流体圧を受けるピストンの断面
積に依存する。
【０００５】
　特許文献１に記載された回転駆動装置にあっては、ピストンが中空円筒形状を有するの
で、流体圧を受ける作用面の面積が比較的小さい。このため、回転駆動装置の出力トルク
を大きくするためには、ピストンの外径寸法を大きくしなければならず、回転駆動装置の
全体が大型化し、重量も増加するという問題がある。
【０００６】
　また、シール部材をピストンの円筒外周面および円筒内周面の両方に取り付けなければ
ならず、シール箇所が比較的長くなり、ピストンの摺動抵抗が比較的大きい。このため、
流体圧の有効的な利用が阻害され、回転駆動装置の効率が低下するという問題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、小型化および軽量化を図ることができ、流体圧の有効利用を通して効
率を高め得る回転駆動装置を提供することにある。また、この回転駆動装置を介して対を
なすアームを連結することによって構成され、小型化および軽量化を図ることができ、流
体圧の有効利用を通して効率を高め得る多関節アーム装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明に係る回転駆動装置は、中空形状を備え出力軸としての第１
と第２のシリンダチューブと、前記第１のシリンダチューブおよび前記第２のシリンダチ
ューブを同軸上で相対的に回転自在に連結する連結部材と、前記第１のシリンダチューブ
内に収容され前記第１のシリンダチューブの内周面に対して摺動する中実円筒形状を備え
るピストンと、前記第１のシリンダチューブと前記ピストンとの間に区画形成され、前記
ピストンを前記第１のシリンダチューブから前記第２のシリンダチューブに向かう方向に
往動させるための流体圧を供給する圧力室と、前記ピストンの外周面に設けられ前記流体
圧の漏れをシールするシール部材と、前記第１と第２のシリンダチューブの軸線方向に移
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動自在に、かつ、前記第１と第２のシリンダチューブと同軸上で回転自在に、前記第１と
第２のシリンダチューブ内に収容されるシャフト部材と、を有している。前記シャフト部
材の外周面にはカム溝を形成し、前記第１のシリンダチューブには前記カム溝に摺動自在
に係合する第１のピン部材を設け、前記第２のシリンダチューブには前記カム溝に摺動自
在に係合する第２のピン部材を設けている。さらに、前記ピストンおよび前記シャフト部
材を前記第２のシリンダチューブから前記第１のシリンダチューブに向かう方向に復動さ
せる復動手段を有している。そして、前記シャフト部材を前記ピストンによって往動させ
、前記復動手段によって復動させることによって、前記カム溝に係合する第１と第２のピ
ン部材を介して、出力軸としての前記第１と第２のシリンダチューブを同軸上で相対的に
回転させている。
【０００９】
　上記目的を達成する本発明に係る多関節アーム装置は、上記の回転駆動装置における前
記第１のシリンダチューブに連結される第１のアームと、前記第２のシリンダチューブに
連結される第２のアームとを有し、前記回転駆動装置を介して対をなすアームを連結する
ことによって構成されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、小型化および軽量化を図ることができ、さらには、流体圧の有効利用
を通して効率を高め得る回転駆動装置を提供することができる。
【００１１】
　また、回転駆動装置を介して対をなすアームを連結することによって構成され、小型化
および軽量化を図ることができ、流体圧の有効利用を通して効率を高め得る多関節アーム
装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１３】
　図１は、実施形態に係る多関節アーム装置２０を適用した、アーム型の助力装置１００
を示す概略構成図、図２は、図１に示される多関節アーム装置２０を拡げた状態で示す図
、図３は、図１に示される多関節アーム装置２０を閉じた状態で示す図である。図４は、
回転駆動装置２００を示す正面図、図５Ａは、回転駆動装置２００の内部構造を示す断面
図、図５Ｂは、図５ＡにおけるＡ部を拡大して示す図である。図６は、回転駆動装置２０
０のシャフト部材２７０を示す斜視図、図７は、第１のピン部材２８０および第２のピン
部材２９０が、シャフト部材２７０のカム溝２７１に係合している状態を示す斜視図であ
る。
【００１４】
　図１を参照して、車体１０１の組み立てラインでは、搬送装置１０２によって搬送され
てくる車体１０１に、ワーク１０３としての車体構成部品を組み付けている。車体１０１
の組み立てラインには、アーム型の助力装置１００を設置している。助力装置１００に設
けたハンド２１によって比較的重いワーク１０３を保持しながら作業点まで移動し、作業
者の負荷を軽減している。助力装置１００には、多関節アーム装置２０を組み込んでいる
。図２および図３にも示すように、多関節アーム装置２０は、複数個（図示例では４個）
の関節駆動装置１０を有している。多関節アーム装置２０は、回転駆動装置２００を介し
て、対をなす関節駆動装置１０（第１と第２のアームに相当する）を相対的に回転自在に
連結して構成している。なお、説明の便宜上、４個の関節駆動装置１０を、ベース１０４
に取り付けた基端側からハンド２１を取り付けた先端側に向けて順に、第１の関節駆動装
置１０、第２の関節駆動装置１０、第３の関節駆動装置１０、および第４の関節駆動装置
１０という。
【００１５】
　関節駆動装置１０のそれぞれは、対をなす第１と第２のフレーム３１、３２と、第１と
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第２のフレーム３１、３２を接続するとともに揺動自在なアーム部材４０とを有し、第２
のフレーム３２を第１のフレーム３１に対して鉛直面に関して円運動自在に構成している
。関節駆動装置１０のそれぞれは、さらに、アーム部材４０を揺動させるアクチュエータ
（図示省略する）と、第１と第２のフレーム３１、３２を接続するとともに揺動自在な平
行アーム部材６０と、を有している。第１のフレーム３１、第２のフレーム３２、アーム
部材４０、および平行アーム部材６０によって、平行リンクを構成する。アクチュエータ
によって第１のフレーム３１に対してアーム部材４０を揺動させることによって、第２の
フレーム３２は、第１のフレーム３１に対して鉛直方向に移動する。一の関節駆動装置１
０における第１のフレーム３１と、他の関節駆動装置１０における第２のフレーム３２と
が回転自在に連結している。作業者がワーク１０３を作業点に向けて移動すると、第１～
第４の関節駆動装置１０のそれぞれは、重量をバランスするために、ワーク１０３の高さ
に合わせて作動する。図１には、実線および二点鎖線によって、第１～第４の関節駆動装
置１０が２つの形態に作動した状態を示している。実線によって示される形態は、第１と
第２の関節駆動装置１０のそれぞれにおける第１と第２のフレーム３１、３２がほぼ水平
位置にあり、第３と第４の関節駆動装置１０のそれぞれにおける第２のフレーム３２が第
１のフレーム３１に対して鉛直上方向に移動している。一方、二点鎖線によって示される
形態は、第１と第２の関節駆動装置１０のそれぞれにおける第２のフレーム３２が第１の
フレーム３１に対して鉛直上方向に移動し、第３と第４の関節駆動装置１０のそれぞれに
おける第１と第２のフレーム３１、３２がほぼ水平位置にある。関節駆動装置１０の作動
は、圧縮したエアや作動油などの圧縮流体の流体圧を用いている。関節駆動装置１０のそ
れぞれには、空圧機器１１０を介して圧縮流体が供給される。空圧機器１１０は、コンプ
レッサ１１１に接続してある。また、空圧機器１１０は、コントローラ１２０に接続して
ある（図１を参照）。コントローラ１２０は、ＣＰＵやメモリを主体に構成しており、空
圧機器１１０のオンオフ制御や、流体圧の調整などを行う。コントローラ１２０は、重量
をバランスするために、第１～第４の関節駆動装置１０のそれぞれに供給すべき流体圧な
どを算出し、第１～第４の関節駆動装置１０のそれぞれに流体圧を供給する。
【００１６】
　図２を参照して、回転駆動装置２００は、出力軸としての第１と第２のシリンダチュー
ブ２１０、２２０と、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０を回転自在に連結す
る回転ジョイント２３０（連結部材に相当する）とを有している。回転駆動装置２００に
おける第１のシリンダチューブ２１０に一の関節駆動装置１０を連結し、第２のシリンダ
チューブ２２０に他の関節駆動装置１０を連結している。回転駆動装置２００は、関節駆
動装置１０同士を連結した連結面に対して直交する鉛直軸２３６（図２を参照）の回りに
関節駆動装置１０のそれぞれを回転自在に保持している。作業者がワーク１０３を作業点
に向けて移動すると、第１～第４の関節駆動装置１０のそれぞれは、回転駆動装置２００
によって、ワーク１０３とベース１０４との平面上での位置に合わせて回転駆動する。回
転駆動装置２００の作動も、関節駆動装置１０と同様に、圧縮したエアや作動油などの圧
縮流体の流体圧を用いている。回転駆動装置２００のそれぞれには、空圧機器１１０を介
して圧縮流体が供給される。コントローラ１２０は、第１～第４の関節駆動装置１０を相
対的に回転させるために、回転駆動装置２００のそれぞれに供給すべき流体圧などを算出
し、回転駆動装置２００のそれぞれに流体圧を供給する。
【００１７】
　多関節アーム装置２０は、回転駆動装置２００を介して４個の関節駆動装置１０を拡げ
ると、図２に示す状態となる。一方、多関節アーム装置２０は、回転駆動装置２００を介
して４個の関節駆動装置１０を閉じると、図３に示す状態となる。閉じた状態では、多関
節アーム装置２０は、４個の関節駆動装置１０を積み重ねたような姿勢を取る。
【００１８】
　多関節アーム装置２０は、リーチつまり作業点までの到達距離を長くとれることができ
（図２を参照）、使わないときには小さくできる（図３を参照）。さらに、多関節である
ことから、ワーク１０３を移動するときの姿勢を複数とることができる（図１を参照）。
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このため、周辺設備と干渉することなくワーク１０３を作業点に到達させることができる
。また、使用する環境が変化し、ワーク１０３を移動した後の姿勢が異なっても、改造等
を行う必要がなく、コストの増加を抑えることができる。
【００１９】
　図４および図５Ａを参照して、回転駆動装置２００は、概説すれば、中空形状を備え出
力軸としての第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０と、第１のシリンダチューブ
２１０および第２のシリンダチューブ２２０を同軸上で相対的に回転自在に連結する回転
ジョイント２３０と、第１のシリンダチューブ２１０内に収容され第１のシリンダチュー
ブ２１０の内周面に対して摺動する中実円筒形状を備えるピストン２４０と、第１のシリ
ンダチューブ２１０とピストン２４０との間に区画形成され、ピストン２４０を第１のシ
リンダチューブ２１０から第２のシリンダチューブ２２０に向かう方向に往動させるため
の流体圧を供給する圧力室２５０と、ピストン２４０の摺動面に設けられ流体圧の漏れを
シールするシール部材２６０と、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０の軸線方
向に移動自在に、かつ、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０と同軸上で回転自
在に、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０内に収容されるシャフト部材２７０
と、を有している。回転駆動装置２００は、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２
０とシャフト部材２７０との係合機構として、シャフト部材２７０の外周面２７０ａに形
成されたカム溝２７１と、第１のシリンダチューブ２１０に設けられカム溝２７１に摺動
自在に係合する第１のピン部材２８０と、第２のシリンダチューブ２２０に設けられカム
溝２７１に摺動自在に係合する第２のピン部材２９０と、を有している。回転駆動装置２
００はさらに、ピストン２４０およびシャフト部材２７０を第２のシリンダチューブ２２
０から第１のシリンダチューブ２１０に向かう方向に復動させる復動手段３００を有して
いる。そして、シャフト部材２７０をピストン２４０によって往動させ、復動手段３００
によって復動させることによって、カム溝２７１に係合する第１と第２のピン部材２８０
、２９０を介して、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０を同軸上で相対的に回
転させている。以下、詳述する。
【００２０】
　第１のシリンダチューブ２１０および第２のシリンダチューブ２２０は、中空の円筒形
状を有している。第１のシリンダチューブ２１０のフランジ２１１には、開口２１２を封
止する第１の蓋部材２１３をボルト締結している。第２のシリンダチューブ２２０のフラ
ンジ２２１には、開口２２２を封止する第２の蓋部材２２３をボルト締結している。第１
のシリンダチューブ２１０の開口端部には、第２のシリンダチューブ２２０の開口端部を
収容するハウジング２１４を形成してある。
【００２１】
　回転ジョイント２３０は、第１のシリンダチューブ２１０のハウジング２１４の内周面
２１４ｂと、第２のシリンダチューブ２２０の外周面２２０ａとの間に配置されたベアリ
ング２３１を含んでいる。第１のシリンダチューブ２１０および第２のシリンダチューブ
２２０は、ベアリング２３１を介して、同軸（軸２３６）上で相対的に回転自在となる。
第１のシリンダチューブ２１０および第２のシリンダチューブ２２０を連結することによ
って、内部にシリンダ室を形成する。
【００２２】
　ピストン２４０は、シリンダ室のうち第１のシリンダチューブ２１０の側に配置してい
る。ピストン２４０は、第１のシリンダチューブ２１０の内周面２１０ｂに対して摺動す
る中実の円筒形状を備えている。このため、流体圧を受ける作用面２４１の面積は、ピス
トンを中空の円筒形状に形成する場合に比較して、ピストン外径寸法が同一であるとする
と、比較的大きくとることができる。逆に言えば、作用面２４１の面積を同じにするので
あれば、ピストンを中空の円筒形状に形成する場合に比較して、ピストン外径寸法を小さ
くすることができる。その結果、ピストン２４０を収容する第１のシリンダチューブ２１
０の外径寸法も小さくできる。
【００２３】
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　圧力室２５０には、圧縮流体を供給する図示しない給気ポートと、図示しない排気ポー
トとを設けている。圧力室２５０は、給気ポートおよび配管７５を介して、空圧機器１１
０に接続している。図１にも示したように、空圧機器１１０は、コンプレッサ１１１およ
びコントローラ１２０に接続してある。圧縮流体が有する流体圧によって、ピストン２４
０は、第１のシリンダチューブ２１０から第２のシリンダチューブ２２０に向かう方向に
往動（図５Ａにおいて左行）する。ピストン２４０の前進限位置を規制するために、第１
のシリンダチューブ２１０の内周面２１０ｂには、段差部２１５を設けている。ピストン
２４０が段差部２１５に当接することによって、ピストン２４０の前進限位置が定まる。
コントローラ１２０は、給気ポートおよび排気ポートの開閉制御、流体圧の調整などを行
う。
【００２４】
　ピストン２４０用のシール部材２６０は、ピストン２４０の摺動面である外周面のみに
設けてある。シール部材２６０は、例えば、金属製あるいは樹脂製のＯリングを用いるこ
とができる。ドーナツ状の圧力室に中空円筒形状を有するピストンを収容する場合には、
ピストンの摺動面であるピストンの円筒外周面および円筒内周面の両方にシール部材を取
り付けなければならない。このため、中空の円筒形状のピストンを使用する場合に比較し
て、シール箇所を比較的短くでき、その結果、ピストン２４０の摺動抵抗を比較的小さく
できる。なお、図中符号２６１は、第１の蓋部材２１３に設けられ、流体圧の漏れをシー
ルするシール部材を示している。このシール部材２６１も、例えば、金属製あるいは樹脂
製のＯリングを用いることができる。
【００２５】
　シャフト部材２７０は、中空の円筒形状を有し、第１と第２のシリンダチューブ２１０
、２２０内のシリンダ室に収容している。シャフト部材２７０は、第１と第２のシリンダ
チューブ２１０、２２０の内周面２１０ｂ、２２０ｂに対して、第１と第２のシリンダチ
ューブ２１０、２２０の軸線方向および周方向に摺動自在である。
【００２６】
　ピストン２４０の背面側の軸線上には、第２のシリンダチューブ２２０に向けて伸びる
ボス部２４２を一体的に設けている。ボス部２４２の先端には、第２のシリンダチューブ
２２０に向けてさらに伸びる延長部２４３を、ボルト締結している。ボス部２４２および
延長部２４３を、シャフト部材２７０の中空孔内に挿入している。ピストン２４０のボス
部２４２とシャフト部材２７０の内周面２７０ｂとの間にはベアリング２３３を介装し、
延長部２４３とシャフト部材２７０の内周面２７０ｂとの間にはベアリング２３４を介装
してある。図５Ｂに拡大して示すように、ベアリング２３３は、シャフト部材２７０の内
周面２７０ｂから径方向内方に向けて若干突出する係止部２７６ａと、ボス部２４２の外
周面から径方向外方に向けて若干突出する係止部２４７ａとの間に保持している。同様に
、ベアリング２３４は、シャフト部材２７０の内周面２７０ｂから径方向内方に向けて若
干突出する係止部２７６ｂと、延長部２４３の外周面から径方向外方に向けて若干突出す
る係止部２４７ｂとの間に保持している。ピストン２４０およびシャフト部材２７０は、
軸方向に保持されているベアリング２３３、２３４を介して連結している。これにより、
ピストン２４０が移動すると、その動きがシャフト部材２７０に伝達され、シャフト部材
２７０も一緒に移動する。ピストン２４０および延長部２４３は、第１のシリンダチュー
ブ２１０と一体的に回転する。なお、ピストン２４０とシャフト部材２７０の軸方向端面
２７２との間にベアリングをさらに介装し、ピストン２４０によってシャフト部材２７０
の軸方向端面２７２を押す構成とすることもできる。但し、本実施形態では、摺動抵抗を
減らすために、上記のようなベアリングを介装せずに、ピストン２４０およびシャフト部
材２７０をベアリング２３３、２３４を介して連結してある。これらのベアリング２３３
、２３４によって、シャフト部材２７０の軸線方向への円滑な移動を確保し、シャフト部
材２７０の円滑な回転を確保する。
【００２７】
　ピストン２４０には、その軸線上に貫通孔２４４を形成している。第１の蓋部材２１３
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には、ピストン２４０の軸線上に位置し、第２のシリンダチューブ２２０に向けて圧力室
２５０を越えて伸びるロッド２４５を設けている。ロッド２４５は、ピストン２４０の貫
通孔２４４に嵌まり込んでいる。シャフト部材２７０がボス部２４２および延長部２４３
をベアリング２３３、２３４を介して保持すること、およびロッド２４５が嵌まり込むこ
とによって、ピストン２４０の芯出しを行う。
【００２８】
　図６をも参照して、シャフト部材２７０の外周面２７０ａには、複数のカム溝２７１を
形成してある。図６においては、カム溝２７１のうち第１のピン部材２８０が係合する第
１の領域２７３を下側に示し、第２のピン部材２９０が係合する第２の領域２７４を上側
に示してある。図６に明らかに示されるように、第１の領域２７３におけるカム溝２７１
の傾斜方向と、第２の領域２７４におけるカム溝２７１の傾斜方向とは、シャフト部材２
７０の軸線方向に対して反対にしてある。
【００２９】
　第１のシリンダチューブ２１０には、第１のピン部材２８０を取り付けるための複数個
の取り付け孔２１６を、周方向に等間隔に形成してある。取り付け孔２１６は、第１のシ
リンダチューブ２１０の周壁を径方向に貫通し、段付き形状を有している。図７を参照し
て、第１のピン部材２８０は、カム機構のガイドローラとして一般的な、カムフォロア３
１０から構成している。カムフォロア３１０は、内部に組み込まれたニードルベアリング
によって、外輪３１１が直接相手面と接触しながら回転運動する。カムフォロア３１０の
外輪３１１はシリンダ室に臨み、カムフォロア３１０のシャフト３１２は取り付け孔２１
６を挿通して外部に臨んでいる。シャフト３１２にナット３１３を締結することによって
、カムフォロア３１０を取り付け孔２１６に取り付ける。第１のピン部材２８０をなすカ
ムフォロア３１０の外輪３１１は、第１の領域２７３のカム溝２７１に摺動自在に係合す
る。
【００３０】
　第２のシリンダチューブ２２０には、第２のピン部材２９０を取り付けるための複数個
の取り付け孔２２６を、周方向に等間隔に形成してある。取り付け孔２２６は、第２のシ
リンダチューブ２２０の周壁を径方向に貫通し、段付き形状を有している。第２のピン部
材２９０も、第１のピン部材２８０と同様のカムフォロア３１０から構成している。カム
フォロア３１０の外輪３１１はシリンダ室に臨み、カムフォロア３１０のシャフト３１２
は取り付け孔２２６を挿通して外部に臨んでいる。シャフト３１２にナット３１３を締結
することによって、カムフォロア３１０を取り付け孔２２６に取り付ける。第２のピン部
材２９０をなすカムフォロア３１０の外輪３１１は、第２の領域２７４のカム溝２７１に
摺動自在に係合する。
【００３１】
　本実施形態の復動手段３００は、流体圧を利用して、ピストン２４０およびシャフト部
材２７０を復動させている。復動手段３００は、第２のシリンダチューブ２２０内に収容
され第２のシリンダチューブ２２０の内周面に対して摺動する円筒形状を備える復動用ピ
ストン３２０と、第２のシリンダチューブ２２０と復動用ピストン３２０との間に区画形
成され、復動用ピストン３２０を復動させるための流体圧を供給する復動用圧力室３３０
と、を含んでいる。
【００３２】
　復動用ピストン３２０は、第２のシリンダチューブ２２０の内周面２２０ｂに対して摺
動する中実の円筒形状を備えている。このため、往動用のピストン２４０と同様に、流体
圧を受ける作用面３２１の面積は、ピストンを中空の円筒形状に形成する場合に比較して
、ピストン外径寸法が同一であるとすると、比較的大きくとることができる。逆に言えば
、作用面３２１の面積を同じにするのであれば、ピストンを中空の円筒形状に形成する場
合に比較して、ピストン外径寸法を小さくすることができる。その結果、復動用ピストン
３２０を収容する第２のシリンダチューブ２２０の外径寸法も小さくできる。
【００３３】
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　復動用圧力室３３０には、圧縮流体を供給する図示しない給気ポートと、図示しない排
気ポートとを設けている。復動用圧力室３３０も、給気ポートおよび配管７５を介して、
空圧機器１１０に接続している。圧縮流体が有する流体圧によって、復動用ピストン３２
０は、第２のシリンダチューブ２２０から第１のシリンダチューブ２１０に向かう方向に
復動（図５Ａにおいて右行）する。復動用ピストン３２０の前進限位置を規制するために
、第２のシリンダチューブ２２０の内周面２２０ｂには、段差部２２５を設けている。復
動用ピストン３２０が段差部２２５に当接することによって、復動用ピストン３２０の前
進限位置が定まる。コントローラ１２０は、給気ポートおよび排気ポートの開閉制御、流
体圧の調整などを行う。
【００３４】
　復動用圧力室３３０の圧力と圧力室２５０の圧力との大小関係によって、ピストン２４
０、シャフト部材２７０、復動用ピストン３２０の移動方向が定まる。圧力室２５０の圧
力が復動用圧力室３３０の圧力よりも大きいと、ピストン２４０、シャフト部材２７０、
および復動用ピストン３２０は往動し、復動用圧力室３３０の圧力が圧力室２５０の圧力
よりも大きいと、ピストン２４０、シャフト部材２７０、および復動用ピストン３２０は
復動する。復動用圧力室３３０の圧力と圧力室２５０の圧力とがバランスすると、ピスト
ン２４０、シャフト部材２７０、および復動用ピストン３２０は、その位置において停止
する。
【００３５】
　復動用ピストン３２０用のシール部材３４０は、復動用ピストン３２０の摺動面である
外周面のみに設けてある。このため、往動用のピストン２４０と同様に、中空の円筒形状
のピストンを使用する場合に比較して、シール箇所を比較的短くでき、その結果、復動用
ピストン３２０の摺動抵抗を比較的小さくできる。なお、図中符号３４１は、第２の蓋部
材２２３に設けられ、流体圧の漏れをシールするシール部材を示している。このシール部
材も、例えば、金属製あるいは樹脂製のＯリングを用いることができる。
【００３６】
　復動用ピストン３２０とシャフト部材２７０の軸方向端面２７５との間にはベアリング
２３５を介装してある。このベアリング２３５によって、シャフト部材２７０の円滑な回
転を確保する。
【００３７】
　復動用ピストン３２０には、その軸線上に止まり孔３２４を形成している。第２の蓋部
材２２３には、復動用ピストン３２０の軸線上に位置し、第１のシリンダチューブ２１０
に向けて復動用圧力室３３０を越えて伸びるロッド３２５を設けている。ロッド３２５は
、復動用ピストン３２０の止まり孔３２４に嵌まり込んでいる。ロッド３２５が嵌まり込
むことによって、復動用ピストン３２０の芯出しを行う。
【００３８】
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００３９】
　圧力室２５０に圧縮流体を供給し、圧力室２５０の圧力を復動用圧力室３３０の圧力よ
りも大きくすると、ピストン２４０は、流体圧によって直動運動を生成して往動する。ピ
ストン２４０が往動することによって、ベアリング２３３、２３４を介して連結している
シャフト部材２７０も直動運動を生成して往動する。このとき、出力軸である第１のシリ
ンダチューブ２１０に取り付けた第１のピン部材２８０がシャフト部材２７０のカム溝２
７１に係合していることから、シャフト部材２７０は回転運動も行う。ピストン２４０お
よび延長部２４３は、第１のシリンダチューブ２１０と一体的に回転する。シャフト部材
２７０の往動および回転運動に伴って、もう一方の出力軸である第２のシリンダチューブ
２２０に取り付けた第２のピン部材２９０がシャフト部材２７０のカム溝２７１に係合し
ていることから、第２のシリンダチューブ２２０が回転運動を行う。結果として、ピスト
ン２４０の直動のみの運動から、出力軸である第１と第２のシリンダチューブ２１０、２
２０の相対回転運動を生成する。復動用ピストン３２０は、往動するシャフト部材２７０
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によって押されて、往動する。
【００４０】
　一方、復動用圧力室３３０に圧縮流体を供給し、復動用圧力室３３０の圧力を圧力室２
５０の圧力よりも大きくすると、復動用ピストン３２０は、流体圧によって直動運動を生
成して復動する。復動する復動用ピストン３２０によって、シャフト部材２７０の軸方向
端面２７５が押され、シャフト部材２７０も直動運動を生成して復動する。このとき、出
力軸である第２のシリンダチューブ２２０に取り付けた第２のピン部材２９０がシャフト
部材２７０のカム溝２７１に係合していることから、シャフト部材２７０は回転運動も行
う。復動用ピストン３２０は、第２のシリンダチューブ２２０と一体的に回転する。シャ
フト部材２７０の復動および回転運動に伴って、もう一方の出力軸である第１のシリンダ
チューブ２１０に取り付けた第１のピン部材２８０がシャフト部材２７０のカム溝２７１
にしていることから、第１のシリンダチューブ２１０が回転運動を行う。結果として、復
動用ピストン３２０の直動のみの運動から、出力軸である第１と第２のシリンダチューブ
２１０、２２０の相対回転運動を生成する。シャフト部材２７０が復動することによって
、ベアリング２３３、２３４を介して連結しているピストン２４０も復動する。
【００４１】
　ここで、ピストン２４０および復動用ピストン３２０は、流体圧を受ける作用面２４１
、３２１の面積を比較的大きくとることができる。このため、ピストン２４０を中空の円
筒形状に形成する場合に比較して、同じ大きさのシリンダ推力を得るためには、ピストン
２４０および復動用ピストン３２０の外径寸法を小さくすることができる。その結果、ピ
ストン２４０を収容する第１のシリンダチューブ２１０の外径寸法、および復動用ピスト
ン３２０を収容する第２のシリンダチューブ２２０の外径寸法を小さくできる。したがっ
て、回転駆動装置２００の全体の小型化を図り、小型化を通して重量の軽量化を図ること
ができる。
【００４２】
　さらに、ピストン２４０用のシール部材２６０および復動用ピストン３２０用のシール
部材３４０は、ピストン２４０の摺動面である外周面のみに設けるだけでよい。このため
、ドーナツ状の圧力室に中空円筒形状を有するピストンを収容する場合に比較して、シー
ル箇所を比較的短くできる。その結果、ピストン２４０および復動用ピストン３２０の摺
動抵抗を比較的小さくできる。したがって、流体圧の有効利用を通して、回転駆動装置２
００の効率を高めることができる。
【００４３】
　また、シャフト部材２７０が回転運動しても、その軸方向端面２７２はピストン２４０
に対して摺動していない。このため、余分な摺動抵抗をできるだけ減らして、流体圧を駆
動源として用いる際の効率を高めることができる。
【００４４】
　第１の領域２７３におけるカム溝２７１の傾斜方向と、第２の領域２７４におけるカム
溝２７１の傾斜方向とを、シャフト部材２７０の軸線方向に対して反対にしてある（図６
を参照）。これによって、同じシリンダストロークによって動作範囲を倍にする倍速機構
を形成することができる。例えば、第１のシリンダチューブ２１０が軸線を中心にしてプ
ラス９０度回転したときには、第２のシリンダチューブ２２０が軸線を中心にして逆の方
向のマイナス９０度回転することになる。したがって、出力角速度を上げることが可能で
ある。
【００４５】
　図５Ａに実線矢印または破線矢印によって示すように、第１のシリンダチューブ２１０
および第２のシリンダチューブ２２０は、軸２３６の周りに逆方向に回転する。したがっ
て、回転駆動装置２００を介して連結された対をなす関節駆動装置１０、１０（対をなす
アームに相当する）は、互いに接近するように回転したり、互いに離反するように回転し
たりする。
【００４６】



(11) JP 2010-53972 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

　多関節アーム装置２０には、その使用者の側から、リーチつまり作業点までの到達距離
を長くとれること、周辺設備と干渉することなく作業点に到達できること、使わないとき
に小さくできること、などが要求されている。アームを多関節化することによって、上記
の項目を達成できる。ただし、そのためには、関節駆動装置１０のみならず回転駆動装置
２００の小型化および軽量化を図る必要がある。回転駆動装置２００が大型かつ重いと、
多関節化したアームも、強度を高めるためにさらに大型になり、重くなってしまうからで
ある。
【００４７】
　本実施形態では、上述したように、回転駆動装置２００の小型化および軽量化を図るこ
とができる。したがって、回転駆動装置２００を介して対をなす関節駆動装置１０、１０
を連結することによって構成される多関節アーム装置２０の小型化および軽量化を図るこ
とができる。よって、多関節アーム装置２０に要求されている、リーチを長くとれること
、周辺設備と干渉することなく作業点に到達できること、使わないときに小さくできるこ
と、などを容易に満足することができる。
【００４８】
　本発明は、上述した実施形態に限定されず、適宜改変して実施することができる。例え
ば、シャフト部材２７０のカム溝２７１の傾斜方向や傾斜角度は、図示例のものに限定さ
れず適宜改変できる。
【００４９】
　また、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０とシャフト部材２７０との係合機
構を次のように改変してもよい。つまり、カム溝２７１を、シャフト部材２７０の外周面
２７０ａに形成するのに代えて、第１と第２のシリンダチューブ２１０、２２０の内周面
２１０ｂ、２２０ｂに形成する。第１のピン部材２８０を、第１のシリンダチューブ２１
０に設けるのに代えて、シャフト部材２７０に設ける。また、第２のピン部材２９０を、
第２のシリンダチューブ２２０に設けるのに代えて、シャフト部材２７０に設けてもよい
。この場合にも、上述した実施形態と同様の作用、効果を奏する。
【００５０】
　さらに、第１と第２のピン部材２８０、２９０をなすカムフォロア３１０の本数を増や
すことによって、耐トルクを挙げることも可能である。その他の改変例について以下に説
明する。
【００５１】
　（改変例）
　図８は、復動手段３００を改変した回転駆動装置２００の内部構造を示す断面図である
。なお、実施形態と共通する部材には同じ符号を付し、その説明は一部省略する。
【００５２】
　復動手段３００が流体圧を利用する実施形態について説明したが（図５Ａを参照）、本
発明はこの場合に限定されるものではない。復動手段３００は、ピストン２４０およびシ
ャフト部材２７０を復動し得る限りにおいて、適宜の構成を採用することができる。
【００５３】
　図８に示す回転駆動装置２００は、復動手段３００が、バネ部材の弾発力を利用してい
る。この復動手段３００は、第２のシリンダチューブ２２０内に収容され、ピストン２４
０およびシャフト部材２７０に対して、復動させる方向の弾発力を付勢するバネ部材３５
０を含んでいる。バネ部材３５０は、圧縮コイルバネであり、第２の蓋部材２２３に設け
たベアリング２３７と、延長部２４３の段差部２４６との間に介装している。バネ部材３
５０の弾発力は、延長部２４３およびピストン２４０を介して、圧力室２５０内の流体圧
と直接バランスするように働く。
【００５４】
　この改変例においても、実施形態と同様に、回転駆動装置２００の全体の小型化を図り
、小型化を通して重量の軽量化を図ることができる。また、復動用ピストン３２０用のシ
ール部材３４０が不要となるので、その分だけ摺動抵抗が減少し、回転駆動装置２００の
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効率をより一層高めることができる。さらには、使用する圧縮流体の削減や、加工コスト
の削減も図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】実施形態に係る多関節アーム装置を適用した、アーム型の助力装置を示す概略構
成図である。
【図２】図１に示される多関節アーム装置を拡げた状態で示す図である。
【図３】図１に示される多関節アーム装置を閉じた状態で示す図である。
【図４】回転駆動装置を示す正面図である。
【図５Ａ】回転駆動装置の内部構造を示す断面図である。
【図５Ｂ】図５ＡにおけるＡ部を拡大して示す図である。
【図６】回転駆動装置のシャフト部材を示す斜視図である。
【図７】第１のピン部材および第２のピン部材が、シャフト部材のカム溝に係合している
状態を示す斜視図である。
【図８】復動手段を改変した回転駆動装置の内部構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０　　関節駆動装置（第１のアーム、第２のアーム、対をなすアーム）、
２０　　多関節アーム装置、
２１　　ハンド、
３１　　第１のフレーム、
３２　　第２のフレーム、
４０　　アーム部材、
６０　　平行アーム部材、
１００　アーム型の助力装置、
１０１　車体、
１０２　搬送装置、
１０３　ワーク、
１１０　空圧機器、
１１１　コンプレッサ、
１２０　コントローラ、
２００　回転駆動装置、
２１０　第１のシリンダチューブ、
２１０ｂ　第１のシリンダチューブの内周面、
２２０　第２のシリンダチューブ、
２２０ｂ　第２のシリンダチューブの内周面、
２３０　回転ジョイント（連結部材）、
２３１～２３５　ベアリング、
２３６　第１と第２のシリンダチューブが回転する軸
２４０　ピストン、
２４１　作用面、
２５０　圧力室、
２６０　シール部材、
２７０　シャフト部材、
２７０ａ　シャフト部材の外周面、
２７１　カム溝、
２７２　シャフト部材の軸方向端面、
２７３　第１の領域、
２７４　第２の領域、
２７５　シャフト部材の軸方向端面、
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２８０　第１のピン部材、
２９０　第２のピン部材、
３００　復動手段、
３１０　カムフォロア（第１のピン部材、第２のピン部材）、
３２０　復動用ピストン、
３２１　作用面、
３３０　復動用圧力室、
３４０　シール部材、
３５０　バネ部材。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図８】
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【図４】
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【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月8日(2008.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図６】 【図７】
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